
○周防大島町情報公開条例施行規則 

平成16年10月１日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、周防大島町情報公開条例（平成16年周防大島町条例第11号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（公開の請求） 

第２条 条例第10条の請求書は、公文書公開請求書（様式第１号）によらなければ

ならない。 

２ 条例第10条第３号の実施機関が定める事項は、公開の方法とする。 

（公開の請求に対する決定の通知） 

第３条 条例第11条第１項、第３項及び第４項の規定による公文書の公開の請求に

対する公開決定等の通知は、公文書公開決定等通知書（様式第２号）により行う

ものとする。 

（決定期間延長の通知） 

第４条 条例第11条第２項の規定による公文書の公開の請求に対する決定を延期す

る場合の通知は、公文書公開決定期間延長通知書（様式第３号）により行うもの

とする。 

（第三者に関する事項が記録されている情報の公開に関する通知） 

第５条 条例第11条第５項の規定による第三者の意見を聴く通知は、第三者情報公

開通知書（様式第４号）により行うものとする。 

２ 条例第11条第７項の規定による第三者への公開決定通知は、第三者情報公開決

定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（公開の実施） 

第６条 条例第12条第１項の規定による公文書の公開は、町長が指定する日時及び

場所において行う。 

２ 公文書の閲覧をしようとする者は、当該公文書を閲覧場所以外の場所に持ち出

してはいけない。 

３ 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し公文書の閲覧を停止し、又は



禁止することができる。 

(1) 前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者 

(2) 公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行為をするおそれがあると

認められる者 

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者 

（出資法人が公開する情報） 

第７条 条例第18条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 定款 

(2) 役員名簿 

（補助団体が公開する情報） 

第８条 条例第19条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 補助金等を財源とした支出の状況を明らかにする事項 

(2) 補助金等の収入の状況を明らかにする事項 

（公開状況の公表） 

第９条 条例第21条の規定による公開状況の公表は、次に掲げる事項について、前

年度の公開状況を取りまとめ、周防大島町広報への掲載の方法により行うものと

する。 

(1) 公開請求の件数 

(2) 公開決定等の状況 

(3) 審査請求の状況 

(4) 前３号に掲げるもののほか、必要な事項 

附 則 

この規則は、平成16年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の周防大島町情報公開条例施

行規則、第２条の規定による改正前の周防大島町個人情報保護条例施行規則、第



３条の規定による改正前の周防大島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、

第７条の規定による改正前の周防大島町生活保護法施行細則、第８条の規定によ

る改正前の周防大島町児童手当事務取扱規則、第９条の規定による改正前の周防

大島町助産施設及び母子生活支援施設入所の取扱いに関する規則、第10条の規定

による改正前の周防大島町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の

周防大島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の周防大島町

公共下水道受益者分担に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の周防

大島町農業集落排水処理施設受益者分担に関する条例施行規則、第15条の規定に

よる改正前の周防大島町漁業集落排水処理施設受益者分担に関する条例施行規則

及び第16条の規定による改正前の周防大島町法定外公共物の管理に関する条例施

行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年３月27日規則第15号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 

 


